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序章  本研究の概要と目的  

 

第１節 本研究の位置づけ  

 本研究は、家政学の分野・領域に位置づけられる実践的かつ学際的な研究であ

る。家政学原論学者の今井ら (2000)は、「家政学とは、家族・個人がその生活に必

要な諸環境との相互作用の問題を事実認識し、その生活の基本的な価値を守り、

人間として個人的、社会的に自己実現するという目的にてらして批判・理解し、

相互作用の問題解決の方策を提案する、理論科学と実践的科学を止揚した理解科

学である」と定義している *1。この定義について、筆者なりの解釈を加えれば、

「人間の生活を通じた諸環境との相互作用を科学的に探究し、理論知と実践知を

統合的に扱う学問」であるということができる。この解釈に基づき、人間の生活

を対象にした家政学研究における根本的な問いを設定するならば、「人間や諸環境

間に生じる相互作用を、科学的にどのように明らかにするのか」となるだろう。  

おそらく、この問いに対するアプローチは無限に存在し、もし、その回答を出

そうとするならば、それは、某大な知見が複雑に組み合わさってはじめて可能と

なるか、もしくは、研究自体が狭く焦点化されてしまったがために、到底「生活

の中で生じる相互作用」を形づくるには至らない結果となってしまうことが容易

に想像できる。家政学研究に視座を構える場合には、まず、複雑に絡み合って存

在する要因をひもとき、方法論の限界性や解釈の飛躍を意識し、自覚しながら、

自らの立ち位置を暫定的かつ継続的に確認していく作業が必要不可欠となる。ま

た、このことは、家政学研究のみならず、「人間」が織りなす「相互作用」を研究

対象とする学問全般に共通する考え方であり、少なくとも教育実践学研究もその

範疇に位置すると考える。本研究は、この立場から学際的かつ実践的に、この相

互作用を形づくることに挑んだ研究である。  

結論から述べれば、本研究により明らかになった知見は、人間が生活の中で織

りなす相互作用の“一断片”を切り取り、その内部構造を追究した一検討にすぎ

                                                   

*1 「家政学」の定義は一様ではない。国や文化の違いなどに依拠する形で諸説

存在する。筆者は今井らによる定義が本研究には最も参考になると考えている。  

(今井光映 ,  山口久子 .  生活学としての家政学 . 第８刷 . (東京都 ). 株式会社有斐閣 .  

2000. p.56.) 
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ないといえる。しかしながら、今後、大いに検討の余地を有する、わが国におけ

る学校・地域間連携（以下、「学地連携」と記す）を議論する上では、基礎研究の

一部を成す“断片”として位置づけられるとともに、研究者としての歩みを始め

ようとする筆者にとっては“一地平”となる研究として今後さらに発展していく

ことを願っている。  

 

第２節 本研究の構成  

次に、本研究の構成を明らかにする。以下の記述は、Fig.1 と対応しているの

で、両方を合わせて参照されたい。  

序章では、まず、学地連携に関する先行研究レビューから総論を述べ、本研究

における問題の所在として以下の３点を設定した。  

問題➀ 学地連携に関する概念検討が不十分であること  

問題➁ 質的研究に偏る傾向が強く量的研究が不足していること  

問題➂ 学地連携に関する議論の主体が「学校」である場合が多く、「地域」は

従属的位置づけで捉えられていること  

また、これらの諸問題に対応づける形で、本研究における目的として以下の３

点を設定した。  

目的➀ 学地連携に関する概念検討を行うこと  

目的➁ 質的及び量的研究の視点から学地連携の現状及び評価の検討を行い今

後の課題を明らかにすること  

目的➂ 地域主体型学地連携の実践及び評価の検討を行うこと  

さらに、本研究が「混合研究法（MMR: Mixed Methods Research）*2」に準

拠してデザインされていることについても述べた。  

第１章は、「目的➀」に基づき、学地連携の概念検討を行った。まず、これまで

の学地連携に関する研究動向について「表層的理論：どのように連携するか」に

関する内容は十分に報告されていたが、「基盤的理論：なぜ連携を行うか」に関す

                                                   

*2 「混合」とは、質的及び量的研究を組み合わせるという意味での混合である。

詳しくは、本章４節２項で論じている。  

(John W. Creswell, Vicki L. Plano Clark, 大谷順子訳 .  人間科学のための混合研

究法 -質的・量的アプローチをつなぐ研究デザイン -. (京都府 ). 株式会社北大路書

房 . 2010.) 
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る内容が不足していることが明らかになった。したがって本研究では、「基盤的理

論」に焦点化し概念整理を行った。この中で、本研究の Nonformal Education プ

ログラムに関する領域的位置づけについても明示した。最終的に、先行研究から

得られた知見を発展的に解釈し、本研究全体で一貫して用いる概念モデルを提案

した。  

第２章は、「目的➁」に基づき、「学地連携評価アンケート」による属性や校区

別における評価の差や傾向性について、量的研究手法を用いた検討を行った。  

第３章は、「目的➂」に基づき、Nonformal Education 領域における地域資源

を活用した実践プログラムを行い、その関与者から得られた自由記述を質的研究

手法により分析し評価検討を行った。  

終章は、本論第２及び第３章の結果を、第１章で提案した概念モデル上で捉え

直し、双方の結果を総合的に考察した。また、研究全体における成果と課題を明

らかにし、今後の展望について述べた。  
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第３節 問題の所在  

第１項  先行研究にみる現状  

 子どもが安心・安全な環境の下で学校教育を受ける観点から、学校における地

域への開放性について、一定の制限を加えることは妥当な対策である。しかし、

その上で、学校が地域に対して開放的であり、地域と質の高い学地連携を実現す

ることは、学校が果たすべき重要な役割の１つである。  

歴史的にみると、わが国における学校は、江戸時代の寺子屋、藩校、郷学にみ

るような庶民教育に起源を有している。しかし、明治教育改革以降、学校は、中

央集権的教育行政の下で各地に整備されていった 1。その後、戦後教育改革を経て

も、なお、国家が一方的に学校の統制管理を行い、地域がそれに依存するという

関係性は維持された 2。玉井 (1998)の指摘する「地域に厳然と存する学校」のあり

方である 3。また、これは、学校が、地域にとって積極的な働きかけを行い緊密な

関わりを構築する対象ではなかったことを意味している 4。佐藤 (1998)5は、現代

の社会教育と学校との関係性について述べる中で「学校開放が戦後社会教育の土

壌に根をおろさなかったのは、文部省の政策変化の下で学校が学力競争的教育シ

ステムに従属的に組み込まれ、社会教育とは異質な、地域から遊離した教育機関

に変質していったことによる」と指摘している。このような一方的な関係性の中

で、学校の閉鎖性が指摘され、「開かれた学校」のあり方が文部省（当時）によっ

て提唱され、議論が本格化したのは 1987 年であったと考えられる 6。それ以降、

学地連携については、主に教育経営学、社会教育学を中心とした報告 7, 8 , 9 , 10, 11に

みるような盛んな議論を生じた。さらに、2006 年には、改正教育基本法「第２章

-第 13 条」12において、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」に関する

条文が新たに加えられ、学地連携の一層の推進が図られることになった。  

昨今では、「学校支援地域本部事業 *3」、「コミュニティ・スクール *4」、「放課後

                                                   

*3 「学校支援地域本部事業」は、「学校を支援するため、学校が必要とする活動

について地域住民をボランティアとして派遣する組織である。 2013 年８月現在、

619 市町村 3,527 本部が設置されている。  

（文部科学省 ,厚生労働省 . 

http://manabi-mirai.mext.go.jp/headquarters/about.html.2014.3.取得）  

*4 「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」は、「学校と保護者や地

域住民がともに知恵を出し合い、協働しながら子どもの豊かな成長を支えていく
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児童クラブ *5」等が導入され、学地連携が推進されている。これら関連制度に関

する先行研究は膨大であり、組織、文化、ネットワークに着目した報告 13, 14,15や、

諸外国の関連制度に関する報告 16,17,18、教育現場における具体的な事例紹介及び

実践報告 19,20,21,22,23 ,24、概念から事例までを包括的に検討した報告 25, 26, 27等、枚

挙にいとまがない。  

しかし、膨大な先行研究の中で、量的分析手法を用いた報告は僅かである。こ

の背景として、学地連携が、質的要因を多分に含む概念であることが考えられ、

定量化して評価することが困難であることが推察される。そのため、現状におけ

る学地連携関連の報告は、質的内容に偏る傾向が強く、量的側面からのアプロー

チが課題であるといえる。Epstein ら (1997)28は、1987 年から米国の学地連携を

量的及び質的に調査し、「The Keys to Successful School-Family-Community 

Partnerships Epstein ’s Six Types of Involvement （学地連携を成功に導く６タ

イプの関係性）」を提案した。そして、この６タイプを基軸に実践的枠組みの構築

を行い、教育現場が学地連携の導入から評価までを行う際に利用可能な手引書を

作成した。また、彼女らは、「 Center on School, Family, and Community 

Partnerships」を設立し、「 International Network of Scholars (INET)」による

学術的な活動を行うなど、国際的な学地連携の推進に貢献している 29。しかし、

いかに優れた報告及び実践であっても、わが国とは教育制度や社会的諸課題が異

なる国の概念や、直接的な事例導入には限界があるといえる。以下、わが国にお

いて、学地連携を量的に分析・評価した僅かな報告を概観する。  

まず、小泉 (2000)30による「学校・地域連携評定尺度」（以下「学地連携尺度」

                                                                                                                                                          

“地域とともにある学校づくり”を進める仕組みである。保護者や地域住民から

構成される学校運営協議会が、学校運営に関する基本方針の承認、教育活動など

について意見を述べる役割がある。文部科学省のウェブサイト及び説明資料等で

は、この制度を指す用語として、「学校運営協議会制度」または「コミュニティ・

スクール」の表記が併用されているが、その使い分け規準は明確ではなく、本論

においては、当該制度名を「コミュニティ・スクール」と統一して表記した。（文

部科学省 . (http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/ . 2014.3.取得 )）  

*5 「放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）」は、「児童福祉法第 6 条 -3-

第 2 項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校就学児童

（おおむね 10 歳未満）に対し、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を

与え、その健全な育成を図る事業である。  

（厚生労働省 .  

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/houkago-jidou.html.2013.4.取得 ) 
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と記す）の開発及びそれを用いた関連報告 31が挙げられる。学地連携を定量的に

評価するツールとして学地連携尺度は、異なる校区間や校種間における比較検討

を可能にした。  

相ヶ瀬 (2007)32は、栃木県内公立小学校教員 22 名、保護者 65 名、学校評議員

５名を対象にしたアンケート調査を実施し、学地連携に際して、教員、保護者、

住民のそれぞれが果たすべき役割の類型化を行った。  

山崎ら (2010)33は、大分県内公立小中学校の児童生徒 2,886 名、教員 383 名、

保護者 2,127 名を対象にしたアンケート調査を実施し、得られた回答項目の相関

関係から、「基本的生活習慣が確立している子どもほど、家族との関係や地域社会

との関わりに積極的である」ことや、「学校で住民による学習支援を受けた子ども

ほど、地域交流や活動を希望する者が多い」といった傾向を明らかにした。  

岩崎ら (2011)34は、静岡県内の住民 597 名を対象にアンケート調査を実施し、

「地域に関心が高い住民ほど、学校支援への関心が高い」ことや、「学校に対して

抵抗感が低い住民ほど、学校における教育支援活動、部活動指導に積極的である」

こと、「20～40 代の女性は、教育支援活動に関心が高いこと」等を明らかにした。  

 

第２項 問題設定  

わが国を中心とした学地連携に関連する先行研究から考察される諸問題を以下

の３点に集約し、それらを本研究の問題として設定する。  

 

問題➀ 学地連携に関する概念検討が不十分であること  

問題➁ 質的研究に偏る傾向が強く量的研究が不足していること  

問題➂ 学地連携に関する議論の主体が「学校」である場合が多く、「地域」

は従属的位置づけで捉えられていること  

 

 これらについて補足すると、「問題➀」に関して、第１項で概観したような学地

連携を扱った先行研究の多くは、統一された定義や概念検討に基づいた議論がな

されているとは言い難かった。この事実は、学地連携に関する組織論、制度論、

実践論に着目した報告が散見された一方で、客観的かつ科学的な視点からの評価
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研究が少ないといった現状にも現れていると考えられる。  

本研究では、学地連携に関わる諸理論を、大きく「表層的理論」と「基盤的理

論」に分類し、それぞれ前者は「どのように学地連携を行うか（How）」後者は

「なぜ学地連携を行うか（Why）」という問いとして置き換えることが可能であ

ると捉えた。前者は、これまでに報告が多数見受けられた、主に制度論、組織論、

実践論に関する報告であり、後者は、主に発達論、教育論、地域論からの報告が

該当すると考えられる。学地連携を「基盤的理論」の観点から検討した、数少な

い報告の例として、先述の小泉 (2000)35が挙げられる。彼は、子どもを取り巻く

環 境 を 、「 家 庭 」、「 学 校 」、「 地 域 」 に 分 類 し 、 こ れ ら の 関 係 性 を

Bronfenbrenner(1979/2007) 36の「生態学的システム理論」によって定義した

(Fig.2)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 小泉 (2000)による学地連携の捉え方（筆者作成）  

 

同理論は、「発達しつつある個人（本研究の場合は「子ども」）が、生態学的環

境との相互作用によって発達していくことを動態的に捉えた理論であり、この生

態学的環境とは、いくつもが次々と内部に抱き合わされる入れ子型構造として捉
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えられる。中心部には、発達の対象となる個人が据えられ、その個人と環境との

直接的行動場面をマイクロシステム（microsystem）、その個人が積極的に参加し

ている複数の行動場面間の相互作用の場をメゾシステム（mesosystem）、間接的

にマイクロ、メゾシステムに影響を及ぼす場をエクソシステム（ exosystem）、こ

れ ら す べ て の シ ス テ ム を 包 含 す る 文 化 や 地 域 社 会 を マ ク ロ シ ス テ ム

（macrosystem）と称する (Fig.3)」と定義されている。小泉 (2000)は、学地連携

の捉え方に既存の発達概念を適用した点で、他に例を見ない画期的な研究報告で

あると考えられた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 生態学的システム模式図（筆者作成）  

 

一方で、学地連携に関する「表層的理論」を扱った報告の多くは、そもそも学

地連携の定義づけを行っていない場合も多く見受けられた。また、定義づけが行

なわれ、それぞれの関係性が「概念図」として提示されている場合においても、

それらは、具体的に検討を行う上で、概念の適用にいささか不都合が生じている

ことが考えられた。例えば、片岡ら (2005)37、岡崎ら (2012)38、文部科学省・厚生

労働省 (2014)39による三位一体的な捉え方である (Fig.4)。  
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この場合、「地域」から「学校」と「家庭」の２者がそれぞれ独立して捉えられ

ているため、制度論や実践論の観点からそれぞれの果たすべき役割について（表

層的な）議論を行う際には有用であると考えられる。しかし、教育の対象となる

「子ども」を、図のどの部分に位置づけるかが定かではないため、学地連携を形

成する構成要員間に生じる相互作用を検討する際には、かえって理解を困難にし

ていると考えられた。このことから、第１章では、「問題➀」の解決へ向けた先行

研究レビューを行い、筆者なりの概念モデルを提案したいと考えた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 三位一体的に捉えた学地連携概念図の例  

 

「問題➁」に関して、量的な研究報告が不足していることに加え、量的な分析

がなされている場合でも、単純集計や相関関係による実態把握が主となっている

ことから、学地連携の規定要因の探索及び関連要因の検討や、それらの属性によ

る違いや意識差等の客観的な検討が必要であると考えた。したがって、本研究で

は、第２章で「問題➁」の解決へ向けた量的アンケート調査を実施し、異なる地

域的特徴を有する３校区の住民及び保護者を対象にしたアンケート調査から、量

的な研究手法を用いた学地連携の評価及び検討を行った。  

「問題➂」に関して、例えば小山 (2009)40は、この関係性について「学校の補

完的役割を地域が担っている」と危惧しており、「主体性が偏った支援（連携・協

力）の発想」を改め、「地域が最も必要としている事業が展開されること」の必要



序章 本研究の概要と目的 

12 

 

性について指摘した。このような一方的な関係性が放置されている以上、佐藤

(2005)41が提唱する学校・地域間の「連携」はおろか、その上の「融合」といっ

た関係性にまで至ることは難しいと考えられる。本研究では、この「問題➂」の

解決へ向け、地域主体型の学地連携のあり方に関する一提案として、地域資源を

活用した Nonformal Education プログラムの実践及び評価を行い、今後の地域主

体型学地連携のあり方や Nonformal Education プログラムの意義に関する検討

を行った。  

 

第４節 本研究の目的とプログラム開発の視点  

第１項  目的とプログラム開発  

 本研究の目的は、「前節２項」で述べた「問題➀～➂」に対応する形で設定した。  

 まず、第１に、「学地連携に関する概念検討を行うこと（第１章）」である。学

地連携の「基盤的理論」として位置づけられると考えた分野から先行研究レビュ

ーを行うことで、これまで検討されることがなかった視点から、学地連携の概念

検討を試みる。  

 第２に、「質的及び量的研究の視点から学地連携の現状及び評価の検討を行い、

今後の課題を明らかにすること（第２章）」である。学地連携について量的側面か

ら検討を行うことに加え、質的側面についても一定の再現性のある方法論で検討

することによって、今後の研究発展に寄与し得る方法論の提案を図りたいと考え

た。  

 第３に、「地域主体型学地連携の実践及び評価の検討を行うこと（第３章）」で

ある。地域主体型を具現化する概念として「内発的発展」を挙げ、地域資源を、

可能な限り活用することを意図した Nonformal Education プログラム開発を行

うことである。  

なお、本研究における「プログラム開発」が網羅する範囲とは、学地連携に関

する概念検討からはじまり、Nonformal Education プログラムの企画から評価ま

でを通じた検討の全体を指すものであると捉える。プログラムの実践部分という

意味で用いている「開発プログラム」という表現とは区別されたい。後者につい

ては、第３章で詳しく論じている。  
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第２項  本研究の枠組み  

 本研究は、量的及び質的データを分析対象とすることから、 Creswell ら

(2007/2010)によって体系化された混合研究法 42に準拠して研究デザインを図っ

た。特に、本研究は、この中の「トライアンギュレーションデザイン（ triangulation 

design）」に該当する。「トライアンギュレーションデザイン」とは、「調査研究者

が量的統計結果を質的調査結果に直接比較対照させて、あるいは量的結果を質的

データで妥当化あるいは拡大したい時に用いられる」「調査研究者が量的及び質的

手法を同じ時間枠の中で平等の重みを置いて実施する単一のデザインである」「量

的及び質的データの並行的かつ異なる収集を含み、その結果、調査研究者は研究

課題についてより理解を深めることができる」「調査研究者は、通常別々の結果を

解釈の時に組み合わせることによって、あるいは分析の時に２種類のデータを変

換することによって、データセットの統合を試みる」 43などと説明されている。

また、同デザインはその下位に位置づけられる変形型モデルとして「収斂モデル

（ convergence model）」「量的データ妥当化モデル（validating quantitative data 

model）」「データ変換モデル（data transformation model）」「複数レベルモデル

（multilevel model）」の全４モデルを有しており 44、これらの中の「量的データ

妥当化モデル」を採用した。「量的データ妥当化モデル」とは、「１つのアンケー

ト調査票で両方のタイプのデータを収集する。質的アンケート項目が量的アンケ

ート調査に含まれており、それらの項目は一般的にいうと厳密な質的データセッ

トを生み出すわけではない。しかしながら、それらは調査研究者らに量的アンケ

ート調査の結果を妥当化し、説明を深めるために使うことのできる興味深い知見

を提供する」45とされている。この記述は、“一質問紙”上における量的及び質的

調査を例に挙げて説明されているが、本研究では、これを“一研究”と捉えた。

これは、混合研究法のモデル選択において、研究全体における『「フェーズ（phase）」

の捉え方とその「重みづけ」の判断が重要である』 46とされていることからも妥

当な解釈であると考える。つまり、本研究は、研究全体を１つのフェーズと捉え、

量的及び質的データを平等に重みづけすることによりデザインされた研究である

ということである。さらに、教育学研究と混合研究法との関連については、川口
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(2011)47によって「研究者は混合研究法の議論を踏まえた上で、自身の立場を明

確にし、研究デザインを明確に示すことが求められる」「特に教育学研究において、

極めて有効な調査方法である」「教育に関する研究は教育という複雑な対象を分析

するだけでなく、同時に教育実践にも資することが求められる」 48といった点に

ついて指摘されている。本研究が混合研究法に準拠していることは、この指摘に

対しての具体的な回答であるとも考えられる。  

次章からは、既述の通り、学地連携に関する議論が「表層的理論」に分類され

る内容に偏っていたという現状を鑑み、子どもの発達や教育のあり方等を基軸に

据えた学地連携の概念化を図るため、「基盤的理論」に関わる先行研究を概観した。 
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